
 

               

 

 

 

台湾東部沖地震災害に対する義援金の募集について 
 

 

２０２４年（令和６年）４月３日、台湾東方の沖合で大きな地震が発生し、花蓮県を

中心に甚大な被害を受けています。 

和歌山市と震源地である台湾は、台北市と「和歌山市と台北市との交流促進に関する

覚書」を締結し、文化・芸術・観光等の分野での交流が行われており、また、その他諸

都市とも過去からの交流を通して、友好を深めてまいりました。 

そこで、被災された方々に支援を行うため、義援金箱の設置を行います。市民の皆様

にはこの支援にご賛同いただき、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

１．受付期間 

  令和６年４月８日（月）から４月３０日（火）まで 

 

２．受付時間 

９時００分から１７時００分まで（土日祝を除く） 

 

３．受付方法 

義援金は現金のみ受付します。 

 

４．設置場所 

市役所本庁舎 １階総合案内所横、１０階国際交流課 

 

５．預かり証明書の発行について 

希望される方には預かり証明書を発行しますが、国際交流課へ義援金を直接ご持

参いただく必要があります。 

 

６．その他 

  この義援金は、所得税法及び地方税法に規定する寄附金控除の対象になりません。 
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